
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
町
及
び
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
（
二
件
）

（
自
治
振
興
課
）

一

�
新
た
に
生
じ
た
土
地
を
確
認
し
た
旨
の
届
出
（
二
件
）

（

〃

）

二

�
有
害
図
書
の
指
定

（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

三

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（

〃

）

四

�
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

五

�
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定

（
会

計

課
）

公

告

�
落
札
者
等
の
公
示

（
情
報
政
策
課
）

�
落
札
者
等
の
公
示

（
税

務

課
）

�
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
三
件
）

（
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
）

六

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

一
〇

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可
（
六
件
）

（

〃

）

一
一

�
土
地
改
良
事
業
の
同
意
（
二
件
）

（

〃

）

一
三

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
連
合
の
定
款
変
更
認
可

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
解
散
認
可

（

〃

）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定

一
四

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

一
五

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出

●
香
川
県
告
示
第
三
百
六
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
東
か
が
わ
市
長
か
ら
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
東
か
が
わ
市
長
か
ら
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第４３号

平 成１７年

６月３日（金曜日）

告

示

上

欄

下

欄

東
か
が
わ
市
引
田
字
川
向

東
か
が
わ
市
引
田
字
川
向
二
七
六
八
の
八
及
び
二
七
七
三
の

二
か
ら
二
七
七
三
の
四
ま
で
、
二
七
七
四
の
一
一
、
二
七
七

四
の
一
四
、
二
七
七
四
の
一
五
、
二
七
七
四
の
一
七
の
筆
界

未
定
地
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

上

欄

下

欄

東
か
が
わ
市
松
原
字
松
西

東
か
が
わ
市
松
原
字
松
西
一
六
八
の
二
、
一
六
八
の
三
二
、

一
六
八
の
五
四
か
ら
一
六
八
の
五
九
ま
で
、
一
六
八
の
七
四
、

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
か
が
わ

市
の
区
域
内
に
新
た
に
生
じ
た
次
の
土
地
を
確
認
し
た
旨
、
東
か
が
わ
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
か
が
わ

市
の
区
域
内
に
新
た
に
生
じ
た
次
の
土
地
を
確
認
し
た
旨
、
東
か
が
わ
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
六
九
の
二
、
一
六
九
の
三
、
一
六
九
の
一
○
、
一
六
九
の

一
四
か
ら
一
六
九
の
一
六
ま
で
、
一
六
九
の
二
三
、
一
七
〇

の
一
、
一
七
〇
の
二
二
か
ら
一
七
〇
の
二
四
ま
で
及
び
湊
字

水
入
一
五
九
六
の
二
、
一
五
九
六
の
五
、
一
五
九
六
の
六
の

地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

位

置

面

積

東
か
が
わ
市
松
原
字
松
西
一
六
八
の
二
、
一
六
八
の
三
二
、

一
六
八
の
五
四
か
ら
一
六
八
の
五
九
ま
で
、
一
六
八
の
七
四
、

一
六
九
の
二
、
一
六
九
の
三
、
一
六
九
の
一
○
、
一
六
九
の

一
四
か
ら
一
六
九
の
一
六
ま
で
、
一
六
九
の
二
三
、
一
七
〇

の
一
、
一
七
〇
の
二
二
か
ら
一
七
〇
の
二
四
ま
で
及
び
湊
字

水
入
一
五
九
六
の
二
、
一
五
九
六
の
五
、
一
五
九
六
の
六
の

地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

一
三
、
五
三
八
・
六
八
平
方
メ
ー

ト
ル

位

置

面

積

東
か
が
わ
市
引
田
字
川
向
二
七
六
八
の
八
及
び
二
七
七
三
の

二
か
ら
二
七
七
三
の
四
ま
で
、
二
七
七
四
の
一
一
、
二
七
七

四
の
一
四
、
二
七
七
四
の
一
五
、
二
七
七
四
の
一
七
の
筆
界

一
七
二
・
四
三
平
方
メ
ー
ト
ル

未
定
地
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

発
行
所
名

�
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ〃〃

�
マ
ガ
ジ
ン

・
マ
ガ
ジ
ン

〃

曙
出
版
�

英
知
出
版
�

�
コ
ア
マ
ガ

ジ
ン

�
サ
ン
出
版

�
白
石
書
店

雑
誌
コ
ー
ド

０４０４０
－
６

０８５１３
－
０６

１４０７７
－
６

１３７７３
－
０５

１１８０４
－
０６

１７６５８
－
６

６１８０９
－
５６

１７４８３
－
０６

０６７７８
－
０６

０１９３５
－
０６

図
書

名

D
O
PE

ザ
・
ベ
ス
ト

M
AG
AZIN

E
O
RIG
IN
AL

６
月
号
増
刊
(SU
PREM

E―066)

M
eruFre!B

O
M
B
ER

６
月
号
（
N
U
M
B
ER―０４９

）

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
Special

６
月
号
（
Ｎ
Ｏ

―１４３
）

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク

M
anon

５
月
号

C
eLeb

girls
ウ
ォ
ー
Ｂ
組６月

号
増
刊（
VO
L．０１８）

PU
RE

月
刊
美
少
女
裏
D
VD

４
時
間
６
月
号
増
刊
（
vol．１

）

安
全
・
無
料

個
人
情
報
一
切

漏
ら
さ
ず
ア
ダ
ル
ト
リ
ン
ク
を

楽
し
め
る
ド
リ
ル

PC
★
STRIN

K
E
シ
リ
ー
ズ
０９

D
VD
B
U
RST６

月
号
（
vol．６

）

Streetナ
ン
パD
on't６

月
号
増
刊

Ｎ
Ｐ
超
ゲ
キ
ッ
号

６
月
号

種
別

雑
誌〃〃

コミック
誌雑
誌

コミック
誌雑
誌〃〃〃

指
定

年
月
日

平成十七年五月二十七日

指
定

番
号

７９８０８１８２８３８４８５８６８７８８

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

二



●
香
川
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

�
竹
書
房

辰
巳
出
版
�

�
東
京
三
世

社�
双
葉
社

マ
イ
ウ
ェ
イ

出
版
�

�
メ
デ
ィ
ア

ッ
ク
ス

雄
出
版
�

ワ
イ
レ
ア
出

版
�

若
生
出
版
�

１６６７７
－
５

１７９７３
－
５

０２１８９
－
６

０８５９７
－
６

６８２９３
－
０５

６８６０３
－
７０

６８９１３
－
１６

６８４４９
－
５５

０２５９１
－
０６

ド
キ
ッ
！
５
月
号
（
Ｖ
ol．１０３

）

C
O
M
IC

ペ
ン
ギ
ン
ク
ラ
ブ
山

賊
版

５
月
号
（
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．１９６
）

オ
レ
ン
ジ
通
信６月
号
（
Ｎ
o．２８１

）

Ｍ
en's

YO
U
N
G

６
月
号

美
形
ニ
ュ
ー
ハ
ー
フ
Ｄ
Ｘ
vol．１６

メ
イ
ド
さ
ん
☆
パ
ラ
ダ
イ
ス

M
ED
IAX

M
O
O
K
270

VEN
U
S

C
ream

B
est
of
B
est（

vol．４
）

カ
ル
ビ
PO
W
ER

６
月
号

コミック
誌〃

情
報
誌

コミック
誌雑
誌〃〃〃〃

８９９０９１９２９３９４９５９６９７

田
西
一
二
七
二
番
地

四

田
西
一
二
七
二
番
地

四

平
成
一
四
、
六
、
二
〇

パ
ル
テ
み
よ
し

丸
亀
市
飯
山
町
川
原

一
〇
二
四
番
地
の
一

〇

有
限
会
社
三
好
電
機

店丸
亀
市
飯
山
町
上
法

軍
寺
七
八
八
番
地
の

一

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
七
、
三
、
三
一

高
木
胃
腸
科
内
科
医

院丸
亀
市
南
条
町
四
七

番
地

高
木

俊
雄

丸
亀
市
南
条
町
四
七

番
地

訪
問
看
護

廃

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
八
、
二
二

有
限
会
社
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
さ
ぬ
き

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富

有
限
会
社
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
さ
ぬ
き

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

休

止

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
一
二
、
一

旭
介
護
支
援
セ
ン
タ

ー善
通
寺
市
文
京
町
四

丁
目
八
番
二
九
号

株
式
会
社
旭
看
護
婦

家
政
婦
紹
介
所

善
通
寺
市
文
京
町
四

丁
目
八
番
二
九
号

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
一
七
、
四
、
一

社
会
福
祉
法
人
香
南

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
南
町
大
字

横
井
一
〇
二
八
番
地

社
会
福
祉
法
人
香
南

町
社
会
福
祉
協
議
会

香
川
郡
香
南
町
大
字

横
井
一
〇
二
八
番
地

福
祉
用
具
貸
与

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
六
月
三
日
か
ら
同
年
六
月

二
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

綾
南
府
中
線
（
百
八
十
四
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
六
月
三
日

●
香
川
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
六
月
三
日
か
ら
同
年
六
月

二
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

香
川
坂
出
丸
亀
自
転
車
道
線
（
二
百
七
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
七
、
五
、
一

麻
田
総
合
病
院

丸
亀
市
津
森
町
二
一

九
番
地

医
療
法
人
財
団
エ
ム

・
ア
イ
・
ユ
ー

丸
亀
市
津
森
町
二
一

九
番
地

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
一
六
、
八
、
二
三

有
限
会
社
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
さ
ぬ
き

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富

田
西
一
三
五
番
地
一

有
限
会
社
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
さ
ぬ
き

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富

田
西
一
二
七
二
番
地

四

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
一
四
、
六
、
二
一

有
限
会
社
三
好
電
機

店丸
亀
市
飯
山
町
上
法

軍
寺
七
八
八
番
地
の

一

有
限
会
社
三
好
電
機

店丸
亀
市
飯
山
町
上
法

軍
寺
七
八
八
番
地
の

一

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
七
、
五
、
一
五

有
限
会
社
萩
交
通
サ

ー
ビ
ス

三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
五
郷
井
関
二
二
六

番
地
一

有
限
会
社
萩
交
通
サ

ー
ビ
ス

三
豊
郡
大
野
原
町
大

字
五
郷
井
関
二
二
六

番
地
一

訪
問
介
護

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

坂
出
市
府
中
町
三
九
八
九
番
一
地
先
か
ら

坂
出
市
府
中
町
三
九
九
二
番
四
地
先
ま
で

一
二
・
〇

〜
一
二
・
九

一
四
〇

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
四
十
一
号

で
変
更
し
た

区
域
の
一
部

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

四



四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
六
月
三
日

●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

長
土
指
道

第
二
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
九
日

三

指
定
道
路
の
位
置

さ
ぬ
き
市
志
度
字
渕
田
尻
二
三
九
九
―
四
、
二
四
〇
二
―
一
、
二
四
〇
二
―
二

及
び
二
四
〇
二
―
三

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

二
一
・
九
七
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県
証
紙

の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
二
十
三
日

二

住
所

丸
亀
市
大
手
町
二
丁
目
一
番
七
号

三

氏
名

丸
亀
市
身
体
障
害
者
福
祉
連
合
協
会

四

売
り
さ
ば
き
場
所

丸
亀
市
大
手
町
二
丁
目
三
番
一
号

丸
亀
市
役
所
内

●
香
川
県
公
告
第
三
百
三
十
二
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
件
名
及
び
数
量

給
与
シ
ス
テ
ム
機
器
一
式

二

調
達
方
法

借
入
れ

三

落
札
日

平
成
十
七
年
五
月
十
二
日

四

落
札
者
及
び
住
所

富
士
通
リ
ー
ス
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

佐
藤
晨
一

東
京
都
新
宿
区
西

新
宿
二
丁
目
七
番
一
号

五

落
札
金
額

一
、
六
六
二
、
七
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

指
名
競
争
入
札

七

指
名
競
争
入
札
の
公
示
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

八

担
当
課

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
政

策
部
情
報
政
策
課

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
一
四
一
（
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ
）

●
香
川
県
公
告
第
三
百
三
十
三
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

公

告

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

坂
出
市
府
中
町
三
九
八
九
番
一
地
先
か
ら

坂
出
市
府
中
町
三
九
九
二
番
四
地
先
ま
で

四
・
〇

〜四
・
〇

一
四
〇

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
四
十
二
号

で
変
更
し
た

区
域
の
一
部

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

五



（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
達
件
名
及
び
数
量

税
務
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
運
用
業
務

一
式

二

調
達
方
法

購
入
等

三

契
約
方
法

随
意

四

契
約
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

五

契
約
者
の
氏
名
及
び
住
所

富
士
通
株
式
会
社
四
国
営
業
本
部

香
川
県
高
松
市
藤
塚
町
一
丁
目
一

〇
番
三
〇
号

六

契
約
価
格

六
三
、
五
四
六
、
〇
〇
〇
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

八

担
当
課

郵
便
番
号

七
六
〇
―
八
五
七
〇

香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県

総
務
部
税
務
課

納
税
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号

〇
八
七
―
八
三
二
―
三
〇
六
八

●
香
川
県
公
告
第
三
百
三
十
四
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和

三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

売
払
い
件
名
及
び
予
定
数
量

鉄
メ
タ
ル
三
百
ト
ン
（
二
回
に
分
け
て
の
売
払
い
を
予
定
）

２

売
払
い
品
の
概
要

「
鉄
メ
タ
ル
売
却
仕
様
書
」
（
以
下
「
売
却
仕
様
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

３

売
払
い
期
間

契
約
締
結
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

引
渡
場
所

香
川
郡
直
島
町

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

５

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記
載
す
る

こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

五
に
掲
げ
る
現
場
説
明
会
に
出
席
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

４

過
去
三
年
間
（
平
成
十
四
年
六
月
三
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
二
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お

い
て
、
同
種
又
は
類
似
物
品
の
買
取
り
実
績
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
三
年
間
の
う
ち
の
お
お
む
ね
一

年
間
に
つ
い
て
は
、
月
間
の
平
均
で
二
十
ト
ン
程
度
以
上
の
買
取
り
実
績
が
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

５

鉄
メ
タ
ル
を
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
有
効
利
用
目
的
に
使
用
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
４
及
び
５
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
に
四
の
２
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
売
払
い
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
買
取
る
こ
と
が

で
き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四

契
約
内
容
を
示
す
期
間
及
び
場
所
等
（
入
札
説
明
書
及
び
売
却
仕
様
書
の
交
付
）

１

期
間

平
成
十
七
年
六
月
三
日
（
金
）
か
ら
同
月
九
日
（
木
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国

民
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

２

場
所

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直
島
環
境
セ

ン
タ
ー

五

現
場
説
明
会

１

日
時

平
成
十
七
年
六
月
九
日
（
木
）

午
後
二
時

２

場
所

四
の
２
の
場
所

六

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
等

１

日
時

平
成
十
七
年
六
月
二
十
八
日
（
火
）

午
後
二
時

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

六



２

場
所

四
の
２
の
場
所

３

提
出
方
法

持
参
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

七

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
を
有
し
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示
し
た

入
札
の
無
効
等
の
項
目
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

八

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
、
又
は
、
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り

明
ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
、
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負
担
と
す
る
。

九

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
以
上
の
価
格
で
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
の
う
ち
、
最
高
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
無
効
と
す
る
。

た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
一

契
約
書
作
成
の
要
否

要

十
二

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

十
四

そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

な
お
、
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
は
、
入
札
者
の
参
加
資
格
で
も
あ
る
の
で
、
四
に
示

し
た
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

十
五

問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直

島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

●
香
川
県
公
告
第
三
百
三
十
五
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和

三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

売
払
い
件
名
及
び
予
定
数
量

銅
メ
タ
ル
四
百
ト
ン
（
二
回
に
分
け
て
売
払
い
を
予
定
）

２

売
払
い
品
の
概
要

「
銅
メ
タ
ル
売
却
仕
様
書
」
（
以
下
「
売
却
仕
様
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

３

売
払
い
期
間

契
約
締
結
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

引
渡
場
所

香
川
郡
直
島
町

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

５

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記
載
す
る

こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

四
に
掲
げ
る
現
場
説
明
会
に
出
席
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

４

過
去
三
年
間
（
平
成
十
四
年
六
月
三
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
二
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お

い
て
、
同
種
又
は
類
似
物
品
の
買
取
り
実
績
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
三
年
間
の
う
ち
の
お
お
む
ね
一

年
間
に
つ
い
て
は
、
月
間
の
平
均
で
三
十
ト
ン
程
度
以
上
の
買
取
り
実
績
が
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

５

銅
メ
タ
ル
を
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
有
効
利
用
目
的
に
使
用
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）
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三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
４
及
び
５
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
に
四
の
２
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
売
払
い
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
買
取
る
こ
と
が

で
き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四

契
約
内
容
を
示
す
期
間
及
び
場
所
等
（
入
札
説
明
書
及
び
売
却
仕
様
書
の
交
付
）

１

期
間

平
成
十
七
年
六
月
三
日
（
金
）
か
ら
同
月
九
日
（
木
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国

民
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

２

場
所

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直
島
環
境
セ

ン
タ
ー

五

現
場
説
明
会

１

日
時

平
成
十
七
年
六
月
九
日
（
木
）

午
前
十
時

２

場
所

四
の
２
の
場
所

六

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
等

１

日
時

平
成
十
七
年
六
月
二
十
八
日
（
火
）

午
前
十
時

２

場
所

四
の
２
の
場
所

３

提
出
方
法

持
参
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

七

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
を
有
し
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示
し
た

入
札
の
無
効
等
の
項
目
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

八

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
、
又
は
、
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り

明
ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
、
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負
担
と
す
る
。

九

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
以
上
の
価
格
で
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
の
う
ち
、
最
高
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
無
効
と
す
る
。

た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
一

契
約
書
作
成
の
要
否

要

十
二

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

十
四

そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

な
お
、
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
は
、
入
札
者
の
参
加
資
格
で
も
あ
る
の
で
、
四
に
示

し
た
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

十
五

問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直

島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

●
香
川
県
公
告
第
三
百
三
十
六
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和

三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

売
払
い
件
名
及
び
予
定
数
量

銅
ブ
ロ
ッ
ク
六
ト
ン

２

売
払
い
品
の
概
要

「
銅
ブ
ロ
ッ
ク
売
却
仕
様
書
」
（
以
下
「
売
却
仕
様
書
」
と
い
う
。
）
に
よ

る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）
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３

売
払
い
期
間

契
約
締
結
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

引
渡
場
所

香
川
郡
直
島
町

香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

５

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記
載
す
る

こ
と
。

二

入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

四
に
掲
げ
る
現
場
説
明
会
に
出
席
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

４

過
去
三
年
間
（
平
成
十
四
年
六
月
三
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
二
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お

い
て
、
同
種
又
は
類
似
物
品
の
買
取
り
実
績
が
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

５

銅
ブ
ロ
ッ
ク
を
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
有
効
利
用
目
的
に
使
用
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
４
及
び
５
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
に
四
の
２
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
売
払
い
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
買
取
る
こ
と
が

で
き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四

契
約
内
容
を
示
す
期
間
及
び
場
所
等
（
入
札
説
明
書
及
び
売
却
仕
様
書
の
交
付
）

１

期
間

平
成
十
七
年
六
月
三
日
（
金
）
か
ら
同
月
九
日
（
木
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国

民
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

２

場
所

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直
島
環
境
セ

ン
タ
ー

五

現
場
説
明
会

１

日
時

平
成
十
七
年
六
月
九
日
（
木
）

午
前
十
一
時

２

場
所

四
の
２
の
場
所

六

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
等

１

日
時

平
成
十
七
年
六
月
二
十
八
日
（
火
）

午
前
十
一
時

２

場
所

四
の
２
の
場
所

３

提
出
方
法

持
参
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

七

入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
を
有
し
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示
し
た

入
札
の
無
効
等
の
項
目
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

八

入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
、
又
は
、
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り

明
ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
、
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負
担
と
す
る
。

九

落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
以
上
の
価
格
で
有
効
な
入
札

を
行
っ
た
者
の
う
ち
、
最
高
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十

落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
無
効
と
す
る
。

た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
一

契
約
書
作
成
の
要
否

要

十
二

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

九



は
な
ら
な
い
。

十
四

そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

な
お
、
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
は
、
入
札
者
の
参
加
資
格
で
も
あ
る
の
で
、
四
に
示

し
た
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

十
五

問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇

香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一

香
川
県
直

島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

●
香
川
県
公
告
第
三
百
三
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
七
年
六
月
十
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
井
手

北
地
区

〃

観
音
寺
市
柞
田
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）
中
出

五
号
線
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）
南
新

開
一
号
線
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
皿
井

一
号
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）
深
田

地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
黒
渕

地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
用
地

地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
荒
井

地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
岡
野

地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
揚
水
機
改
修
事
業
）
下

宗
像
地
区

〃

香
川
県
三
豊
郡
三
野

町
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
補
修
事
業
）
手
石

場
地
区

三
野
町
建
設
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
揚
水
施
設
補
修
事
業
）

汐
木
揚
水
機
場
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
揚
水
施
設
補
修
事
業
）

瀬
入
池
揚
水
機
場
地
区

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

観
音
寺
市
一
ノ
谷
池

土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
さ
く
井
整
備
事
業
）
江

藤
道
東
地
区

観
音
寺
市
農
林

水
産
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）
吉
岡

西
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）
宮
本

地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
吉
岡

東
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
江
藤

道
西
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

一
〇



●
香
川
県
公
告
第
三
百
三
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
木
町
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
高
木

地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
五
月
六
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
三
木
町
産
業
振
興
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
六
月
十
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
三
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
十
五
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
四
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
十
五
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
四
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
主
体
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
二
十
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
荷

池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
仁

尾
坂
池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
志

田
尾
池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
涌
井
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
城
力
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
大
向
下
所
地
区

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

満
濃
町
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
南
谷
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
中
所
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
上
田
井
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
長
田
地
区

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

坂
出
市
松
山
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
柳
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
向
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
真
元
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
谷
西
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
浜
東
二
号
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
外
新
開
地
区

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

一
一



●
香
川
県
公
告
第
三
百
四
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
二
十
六
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
四
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
香
西
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
団
体
営
た
め
池
整
備
事

業
（
小
規
模
・
都
市
型
）
今
池
下
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日
認
可
し

た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
四
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
五
月
二
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

事

業

主

体

土

地

改

良

事

業

名

名
頃
上
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
名
頃
上
地
区

新
生
下
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
新
生
下
地
区

吹
佐
古
地
区
共
同
施
行

香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
吹
佐

古
地
区

岩
篭
地
区
共
同
施
行

香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
岩
篭

地
区

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

高
松
市
糠
山
池
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
谷
本
池
地
区

立
満
池
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
龍
満
池
地
区

木
田
郡
庵
治
町
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
藤
代
一
号
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
八
池
西
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
つ
ん
ぼ
池
地
区

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

綾
歌
郡
永
富
池
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
永
富
地
区

坂
出
市
川
津
町
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
折
居
地
区

坂
出
市
奥
池
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
折
居
・
峠
地
区

北
条
池
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
中
川
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
千
疋
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
井
手
西
地
区

坂
出
市
鎌
田
池
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
奥
谷
池
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
鎌
田
池
地
区

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

一
二



●
香
川
県
公
告
第
三
百
四
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
五
月
二
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
四
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市
が
土
地
改
良
事
業
（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理

事
業
）
円
座
谷
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
五
月
二
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
四
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
仲
南
町

土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
住
所
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

変
更
前

役
員
の

氏

名

住

所

後
の
別

種

類

変
更
前

理

事

末
久

正

仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
十
郷
字
後
山
四
一
二
番
地

変
更
後

理

事

末
久

正

仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
十
郷
字
後
山
四
〇
九
番
地
一

●
香
川
県
公
告
第
三
百
四
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
器
川
右
岸
土
地
改
良
区
連
合
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
七
年
五
月
十
二
日

認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
三
百
四
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
多
津

土
地
改
良
区
の
解
散
を
平
成
十
七
年
五
月
十
二
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

坂
出
市
王
越
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
中
筋
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
奥
条
地
区

坂
出
市
府
中
町
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
南
前
谷
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
新
宮
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
宮
池
一
号
地
区

坂
出
市
林
田
町
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
中
川
原
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
野
末
東
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
大
番
北
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
野
末
北
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
東
梶
西
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
寺
領
西
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
萩
の
戸
農
道
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
正
末
地
区

町

名

土

地

改

良

事

業

名

綾
上
町

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
俊
則
用
水
地
区

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

一
三



香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
老
人
ホ
ー
ム
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

政
党
の
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
一
宮
の
里

高
松
市
一
宮
町
八
七
五

平
成
十
七
年
五
月
二
十
六
日

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
久
保
隆
敏
後
援
会

大
西

要

大
久
保
徹
一

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
萩
原
二
三
一
五

佐
伯
芳
信
後
援
会

大
塚

麻
雄

藤
川

勝
成

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
五
郷
井
関
三
八

六
―
一

高
橋
紀
一
後
援
会

高
橋

紀
一

高
橋

妙
子

観
音
寺
市
木
之
郷
町
一
一
四
九

森
谷
政
義
後
援
会

高
橋

元
嗣

川
上

�
則

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
花
稲
四
六
七

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

自
由
民
主
党
香
川
県
支
部

連
合
会

代
表
者
の

氏

名

山
内

俊
夫

平
井

卓
也

自
由
民
主
党
豊
浜
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
和
田

浜
一
八
二
四
―
一

三
豊
郡
豊
浜
町
乙
二
〇
八

四

代

表

者

の

氏

名

篠
原

稲
美

佐
野

清
一

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

赤
沢
申
也
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

さ
ぬ
き
市
志
度
三
七
五
七

さ
ぬ
き
市
志
度
七
五
五
―

一

新
井
哲
二
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

新
井

哲
二

織
部

弘
造

岡
田
好
平
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

關

昌
弘

塩
本

淳
平

香
西
と
し
ゆ
き
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

向
山

鈴
代

香
西

鈴
代

ま
す
だ
稔
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
新
名

二
一
四
三

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上
勝

間
二
四
八
五
―
二

松
島
俊
雄
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

下
津

門
司

高
橋

昭
三

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

一
四



●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

政
党
の
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
三
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
香
川
県
倉
庫
支
部

政
治
団
体
の
名
称

落
合
隆
夫
後
援
会

香
川
県
防
衛
を
支
え
る
会

関
洋
三
後
援
会

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者

の

氏

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体

の

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の

氏

名

新
井

哲
二

丸
亀
市
長

新
井
哲
二
後
援
会

丸
亀
市
中
津
町
一
〇
八
一
―

二

新
井

哲
二

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

一
五



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。

http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
七
年
六
月
三
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
六
月
三
日

（
第
九
二
四
〇
号
）

一
六


